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○原山会長 では、ただいまより第14回科学技術イノベーション政策推進専門調査会を開催さ

せていただきます。 

 本日の欠席は、小谷議員、中西議員、大西議員、猿渡議員の４名がご欠席で、橋本さんが後

ほどいらっしゃいます。 

 まず、事務局のほうから資料の確認をお願いいたします。 

○事務局（松田企画官） それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第をごらんいただきますと資料リストが載ってございまして、資料１が委員名簿、資

料２から３、４と、今回のご検討いただくフォローアップの概要、それから本体と関係データ

集というふうになっております。さらに資料５としてフォローアップ調査のライフイノベーシ

ョンの部分の資料がついてございます。 

 参考資料としてまた別途ご用意しておりまして、参考資料１が議事録、それから参考資料２

が重要課題専門調査会の基本計画のレビューについてというのと、資料３から７までは、その

他、また後でご報告いたしますが、総合戦略の2014が６月に閣議決定されておりますので、こ

の概要の資料。それから、参考資料４が資源配分の方針、参考資料５が予算における重点化の

取組、参考資料６がアクションプラン対象施策の特定についての概要、参考資料７が施策パッ

ケージ化による改革の推進というものをつけてございます。 

 机上配付のみですけれども、先ほどご紹介した概要の本体に当たるもの、総合戦略2014とか、

そういった一連のものをご用意しておりますので、適宜ご参照いただければと思います。 

○原山会長 ありがとうございます。 

 次に、前回、13回のときの議事録の確認をさせていただきます。参考資料１という別のクリ

ップになっておりますが、既にお目通しいただいているので、これでよろしければ「案」を取

らせていただきます。ありがとうございました。 

 早速中身のほうなのですけれども、本日議題が２つございます。（１）のほうが第４期科学

技術基本計画のフォローアップについて、この中身の審議をさせていただきます。（２）のそ

の他なのですが、その他ってよくわからないのですけれども、今ちょっと説明させていただき

ましたように、科学技術イノベーション総合戦略の今年度版、それから、それに基づいた資源

配分方針というのがございます。その２つの資料について手短に事務局からご報告をさせてい

ただくのと同時に、今回、フォローアップということで、きょうが締めくくりなので、次のス

テップの第５期に向けて、できればブレーンストーミング的に皆様の率直なご意見も幾つかい

ただければと思います。ちょっと時間配分にもよりますが、そういうふうに考えております。 
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 では、早速初めのほうの議題（１）、第４期科学技術基本計画のフォローアップについて入

らせていただきます。 

 ご存じのように５年ものの計画なのですが、今４年目にさしかかるということで途中なこと

は確かなのですけれども、次のステップということで、これまで何が行われたのかということ

をフォローアップという形でもって作業を進めております。これまでに個別にもお話しさせて

いただいたこともございますが、事務局側でまとめたものをご報告させていただいて、その後

に議論というふうに考えております。 

 まず、松田さんのほうからですね。大きく２つテーマがございまして、中身は、システム改

革というところなのですが、同時にライフイノベーションというのが大きな柱でした。ところ

が、ご存じのように、去年からライフに関しては、これまでとちょっと形が違って、いわゆる

司令塔機能というものが加わったことによって、ちょっと立ち位置が変わったので、ライフは

個別に切り出した形でもってご説明させていただきます。 

 では、松田さんのほうからお願いします。 

○事務局（松田企画官） それでは、資料２と資料３、資料４についてまずご説明したいと思

います。その後で資料５のライフイノベーション関係のご説明という段取りとさせていただき

ます。 

 個々具体的な話もありますので、若干、20分、30分ぐらいお時間をいただくかもしれません

が、ご容赦いただければと思います。 

 まず資料３をごらんいただければと思います。 

 こちらがフォローアップの本体といいますか、取りまとめたフォローアップ案の文書でござ

います。 

 ２ページをごらんいただきますと目次がございまして、基本的には基本計画に対応した項目

を掲載してございます。このうちのⅠの１と２という部分と、それからⅡの１という部分につ

いては、重要課題専門調査会において４月にまとめられた内容を踏まえて掲載しております。

この取りまとめについては、今回の参考資料の２のほうに、先ほどご紹介しましたが添付して

ございますので、適宜ご参照いただければと思っております。それ以外の部分については、こ

れまで検討対象としてきたテーマとなってございます。Ⅰの４がシステム改革、それからⅡの

２が国際活動の戦略的展開、それからⅢが基礎研究及び人材育成の強化、Ⅳが社会とともに創

り進める政策の展開、さらにⅠの３でライフイノベーション、特に全般、取りまとめではあり

ますが、この部分についてはご審議いただければと思っております。 
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 それぞれの項目について、例えば５ページを見ていただきますと、基本計画のポイントとい

うところで基本計画の概略を整理し、その上で進捗状況と所見という形で整理しております。

これは全般構成は同じでございます。 

 この文書全般を説明するのもなかなか詳細過ぎますので、資料２で概要版という形でまとめ

てございます。こちらでご説明させていただければと思います。 

 ２ページをごらんいただきますと、構成としては全般同じでして、項目ごとに主な進捗状況

と所見ということで、本体のほうのものの概略を盛り込んでいるという位置づけでございます。 

 ２ページ目からは将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実現ということで、社会的課題

として特に取り組むべき重要課題という部分でございます。中身としましては、震災からの復

興・再生の実現、グリーンイノベーションの推進、それと、先ほど来からありますライフイノ

ベーションの推進というものが含まれております。これらを推進するための取組に対しまして、

２列目で主な進捗状況、それから３列目に所見ということで、今後取り組むべき項目を挙げて

おります。先ほどご説明したとおり、こちらの部分はさきに重要課題専門調査会で取りまとめ

られた内容の概略ということでございます。 

 この部分、ざっとご紹介させていただきますと、まず震災からの復興・再生の実現という点

では４つほど項目が挙げられていまして、被災地の産業の復興・再生というところで、記載の

ような進捗状況がある。これを踏まえた所見としまして、取り組むべき項目として、必要な関

連する技術開発とともに、産学官の密な連携や人材育成といった点が挙げられます。 

 さらに社会インフラの復旧、再生という点では、記載のような進捗状況の中で必要な技術開

発をさらに取り組むということと、施設・設備を適切に利用できる体制整備といったものが挙

げられます。 

 被災地における安全な生活の実現という点では、同様に必要な技術開発ということですけれ

ども、社会実証の推進、防災行動の研究、除去土壌等の再利用、災害医療の改革と、そういっ

た点が挙げられるということでございます。 

 この部分の最後に、震災からの復興、再生に関わるシステム改革ということでは、社会実装

に向けた取組として連携を促す仕組み、コンパクトな産学官連携、新産業を先導する人材の育

成と、そういったものが挙げられてございます。 

 同様にグリーンイノベーションの推進ということで、その下にまいりますと、こちらについ

ては３項目で取りまとめておりますが、安定的なエネルギー供給と低炭素化の実現という項目

においては、このような記載の研究開発が進められている中で、今後中長期的視点に基づく研
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究開発、それから普及促進策とのパッケージ化と、そういった視点について挙げられておりま

す。 

 ３ページにエネルギー利用の効率化及びスマート化という項目では、取り組むべき項目とし

てトップランナー制度の活用、あるいは市場を意識した国際標準化、基準化、認証システムの

推進と、そういったものが挙げられ手おります。 

 社会インフラのグリーン化という点では、必要な技術開発とともに普及促進のためのインセ

ンティブの付与といったものなどが挙げられております。 

 ３のライフイノベーションについては、後ほどまとめてご説明させていただきます。 

 ４ページに移っていただきますと、こちらは、今ご紹介しました重要課題を推進する上で重

要なシステムの改革というところをまとめて挙げているものでございまして、２項目あって、

一番左の太い文字で科学技術イノベーションの戦略的な推進体制の強化というところと、後で

ご紹介しますが、新たなシステムの構築という２つの視点で基本計画では整理されております。 

 その進捗としましては、ここに幾つか記載してありますけれども、戦略協議会が設置され検

討が進んでいるということとか、医療分野の健康・医療戦略推進本部が設置されたということ、

それから、産学官連携体制の強化の取組というもの、それから切れ目ないシーズ事業化支援の

強化、民間資金の活用促進、さらには産学官連携の評価指標といった取組が進捗しております。

さらに、拠点等の形成や革新的技術の研究開発の推進の取組がございます。 

 こういったものを踏まえて、所見としましては右側に整理しております。ここの所見の内容

は、基本的には本文とほぼ同じ内容を盛り込んでおりますが、１つ目にありますように産学官

の協働体制については、戦略協議会のあり方も含めて、産学官の関係者の間で望ましい姿や具

体策を検討していく必要があるということで、戦略協議会に関しても、ここに記載してあるよ

うな重要な検討課題があるということであります。続いて、切れ目ない支援のための制度的な

枠組みというところでは整備が進められておりますけれども、これらの制度を活用して実績を

上げていく、いかに上げていくかというところが課題であるということを整理しております。

それから、オープンイノベーション拠点というようなことではＴＩＡ－ｎａｎｏの取組が挙げ

られますけれども、さらに発展させるという上では、企画・運営機能の強化など取組が必要だ

ということで挙げられております。最後に全般として、産・学・官が結集・循環する場の構築

は重要であり、イノベーションハブの形成、「橋渡し」を担う研究機関の機能強化と、そうい

ったシステム駆動の取組を加速すべきだというふうにしてございます。 

 次の５ページ、科学技術イノベーションに関する新たなシステム構築ということであります。
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こちらについては、事業化支援の強化、それから規制・制度の活用、地域イノベーションのシ

ステムと知財・国際標準化戦略といった観点で整理されております。それぞれ事業化支援であ

れば起業家等の育成、あるいは支援ネットワークの構築と、そういった取組、それからベンチ

ャービジネスの活性化・事業化の支援という取組が挙げられます。さらに規制・制度の改革と

いう意味でも幾つかの進展が見られております。特区制度というものも活用があるということ

であります。地域イノベーションにつきましても、推進拠点の構築に着手するなどの取組、そ

れから国際標準化戦略がいろいろな観点から推進されるとともに、知的財産権制度の見直し、

知的財産活用に関わる体制整備といった取組もいろいろ進捗しているということであります。 

 これを踏まえて所見としましては、１つは、取組は進められているものの、ベンチャー企業

の興隆は見られていない状況にあるということで、オープンイノベーションの推進のためにベ

ンチャー企業との連携も重要になるということで、ベンチャー企業とリスクマネーの供給者が

活動しやすい環境整備が求められるということでございます。それから、規制・制度について

は、さらに一層の取組ということで、広い分野での一層の取組が必要であるということ。それ

から、規制改革会議と総合科学技術・イノベーション会議の連携、あるいはＳＩＰにおける出

口戦略における規制・制度改革の実現に向けた取組の強化といったことでございます。さらに

スーパー特区の取組もありますので、その成果を踏まえてさらに研究開発の実用化、事業化が

促進される制度を構築することが望まれる。加えまして、国際標準化につきましては、戦略的

ツールとして積極的に活用することが重要であるということと、それから、人的貢献、あるい

は若手人材の育成といった動きをさらに拡大・加速させる必要があるというふうにまとめてご

ざいます。 

 続きまして、Ⅱの我が国が直面する重要課題への対応ということで、基本計画のほうでも、

今ご紹介したところ以外にも重要な課題があるということで、それについてもさまざまな研究

開発を推進すべきだという記載がございます。 

 ６ページ以降ですが、こちら、計画の安全性と利便性の向上の観点の取組については、同様

にここに進捗状況、いろいろな研究開発が進んでいるという記載がございますけれども、所見

としては、技術開発とともに実フィールドでの検証、制度の整備と、そういった点を挙げてお

ります。 

 こちら、順に食料、水、資源、エネルギーの安定的確保の向上という部分についても、所見

の欄では育種技術、生産・加工・流通システムの高度化、エネルギー資源の安定確保、再生可

能エネルギーのさらなる導入、資源再生による環境負荷低減の技術開発といったものが挙げら
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れております。 

 国民生活の豊かさの向上という部分につきましては、主な進捗状況にありますような取組を

踏まえて、適用先のアプリケーションの幅を広げる、あるいは知識処理技術の高度化、技術の

規格標準化といった取組が挙げられます。 

 産業競争力の強化に向けた共通基盤の強化という取組につきましては、強化のための基盤技

術のシステムの応用推進というところが基盤技術の強化の推進とともに重要だというふうに記

載してございます。 

 我が国の強みを活かした新たな産業基盤の創出という点につきましては、必要な技術開発と

ともにデータのオープン化やインセンティブの付与、規制緩和や特区の創設というふうにして

ございます。 

 地球規模問題への対応促進という観点につきましては、災害時のインフラのバックアップ強

化、資源開発の促進、付加価値のあるリサイクル技術といった点についての取組が挙げられて

おります。 

 国家安全保障・基幹技術の強化という観点につきましては、技術開発の取組とともに、人材

育成、あるいは先端技術のレベル等を保持したままでの汎用化と、そういった視点を挙げてお

ります。 

 さらに、新フロンティア開拓のための科学技術基盤の構築というものにつきましては、ＨＰ

Ｃや次世代ネットワークの利用コストの軽減方策、あるいは、やはりこういった点での人材の

育成、さらにＩＣＴ利活用という点を挙げております。 

 また別に、領域横断的な科学技術の強化という項目については、さまざま研究開発のテーマ

が挙げられておりまして、その融合、領域横断ということですが、出口指向と基礎の深掘りを

区別して、おのおのの視点からの取組の推進ということでございます。 

 共通的、基盤的な施設及び設備の高度化、ネットワーク化というところでは、共用可能な施

設・設備の充実、共用施設の運用の充実、さらには広報活動といった点を挙げております。 

 ざっとそういった観点でまとめられておりまして、ここまで、このオレンジの部分ですね。

ここが重要課題専門調査会でまとめられた内容の概要でございます。 

 続きまして、２番目の世界と一体化して国際活動の戦略的展開ということで、こういった観

点での重要性も基本計画で記載されております。 

 項目としては、アジア共通の問題解決に向けた研究開発の推進ということでございます。ｅ

－ＡＳＩＡ共同研究プログラムなどの取組が進捗しておりますが、所見欄にありますけれども、
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未参加国の参加も促しつつ、多国間協力による相乗効果が得られるように推進する必要がある

という指摘と、それから、アジアの重要性が増しているということで、引き続き協力の強化を

図ることが重要であるというふうにしてございます。 

 科学技術外交の新たな展開という観点も盛り込まれておりまして、１つは我が国の強みを活

かした国際活動の展開、それから先端科学技術に関する国際活動の推進という観点があり、ア

ジア諸国と協力して技術、規制、基準、規格の国際標準化の推進という点では、各府省との連

携強化が重要ということと、「経協インフラ戦略会議」という取組を進めておりますが、そう

いった部分については科学技術分野についても今後関与する必要があると、そういった種々の

点があるのですが、３つ目のポツに、関係省における国際戦略等の議論を反映できるように体

制づくりを進める必要があるという記載にしております。さらに、先進国、あるいは国際機関

との連携・協力という点では、国際的なネットワークの構築等の観点からも、継続して取組が

行われていくことが重要だということ、それから、二国間、多国間協力ということで、日米、

日英の政策対話、あるいは二国間閣僚級の対話というものが推進されていますが、その一層の

推進、それから在外公館を活用した連携体制の構築と、そういう重要性を指摘してございます。 

 それで、引き続きですが、８ページ目のⅢの基礎研究及び人材の育成の強化ということで、

こちらは科学技術イノベーションの推進と、ある意味車の両輪の一つだということで重要な柱

として位置づけられているものでございます。 

 １つが基礎研究の抜本的強化ということであります。独創的で多様な基礎研究の強化と、世

界トップレベルの基礎研究の強化という２つの柱が掲げられておりまして、進捗としましては、

大学の基盤的経費の確保の取組がなされているというところでありますが、状況としては、基

礎研究費は微増で運営費交付金等が減少傾向という状況にございます。それから、科研費の新

規採択率、あるいは間接経費率は向上等をしているといることや、審査や評価のあり方の改善

といった取組が進められております。 

 これに関しましては、論文に占める被引用数のトップ10％補正論文数の割合というものが大

学等で上昇しているとか、科研費で増加傾向と、そういう指摘はあるのですが、一方で、論文

数を国際比較しますと、相対的には地位が低下しているということで、国際的なポジション低

下を指摘する意見が多いということでございます。また、基盤的経費の減額傾向などを捉え、

中長期的な知的活動の苗床の整備が不十分といった指摘もあるということで、基礎研究の水準

に関する認識を含めて総合的な評価を慎重に行って、研究資金の配分の面から、研究資金制度

の改革に着手して、今後の方向性を検討していく必要があるということで、今後の方向性を指
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摘しております。 

 もう一つが世界トップレベルの基礎研究の強化ということで、研究拠点の形成の取組がいろ

いろ進展してきていることと、最先端大型研究開発基盤の研究拠点の形成の取組、あるいは海

外からの研究者・学生の受け入れの支援策と、そういった取組が進捗していくという中で、所

見としましては、１つは中長期的な視野に立った総合的な人材育成策ということで、世界水準

の教育研究を担うような大学が卓越した大学院を形成することができるようということで、新

たな仕組みの構築を検討する必要がある。それから、ＷＰＩの中では成功事例も創出されてい

ますが、予算制約もある中で今後どう進めていくかというところが検討する必要があるという

ことを指摘しております。外国人研究者につきましては、小幅に増加しているものの、国際化

の観点からは十分な増加とは言えないという指摘もしてございます。 

 続きまして、９ページの２の科学技術を担う人材の育成ということで、１つは多様な場で活

躍できる人材の育成、それから独創的で優れた研究者の養成と、次代を担う人材の育成という

３つの柱を立ててございます。 

 進捗状況としましては、大学院教育の抜本的強化の取組や、博士課程における進学支援、キ

ャリアパスの多様化、技術者の養成及び能力開発といったものが進んでおります。 

 こういったことを踏まえて、所見としましては、大学院学生に対する経済的支援は進んでい

ますけれども、２割という目標が設定されているのですけれども、それに対してはまだまだ大

幅な拡充が必要ということであります。それから、博士人材のキャリア開発支援ということで

も取組が進められておりますが、まだまだ産業界における登用拡大が進んでいないということ

で、俯瞰的視野、社会的実践能力を持つ研究人材の育成が必要だというふうにしてございます。 

 独創的で優れた研究者の養成という点では、公正で透明性の高い評価制度の構築、さらに若

手研究者のキャリアパスの整備、それから、次のページになりますが、女性研究者の活躍の促

進という取組が進んでいるところでございます。 

 所見として記載しておりますものとしては、若手研究者の海外への挑戦を促進する方策が重

要だということと、もう一つ、若手研究者のポストや処遇を改善するための方策も重要であり、

それらを一体的に検討していくということが求められるということでございます。それから、

女性研究者の採用割合というのは、やはり目標値、25％にも達してはいないということで、引

き続き活躍の促進に係る取組が求められるということでございます。 

 10ページの次代を担う人材の育成というところについては、理工系出身の教員の活躍を促進

するとか、研修を充実させるという取組、あるいは学校における観察・実験設備等の整備、充
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実の取組、スーパーサイエンスハイスクール、科学技術コンテストと、そういったものが進め

られております。 

 所見にありますように、日本の数学的リテラシー等は高くなっている一方で、自然や科学へ

の興味・関心が低いという結果も出ているということでありますので、このカテゴリーについ

ても引き続き継続して取り組むことが重要だというふうにしております。 

 続きまして、国際水準の研究環境及び基盤の形成というテーマでございまして、１つは大

学・公的研究機関における研究開発環境の整備ということであります。大学の施設及び設備の

整備というのは進展している部分がありまして、耐震化率は96％まで上昇している一方で、改

修を要する老朽施設も増加しているということでございます。それから、先端研究施設・設備

の整備、共用促進の取組は進んでいるという状況でございます。 

 その部分についての所見としましては、１つは施設整備の部分では、依然として一定の進展

は見られるものの課題も種々ある。老朽化対策のおくれのみならず、今後のいろいろな情勢変

化に伴った新たな課題というものも存在しているという指摘がございます。それと、共同利用

に向けた取組につきましては進展が見られますけれども、より一層の推進をするための体制等

が課題となるというまとめとしております。 

 次のページの知的基盤の整備につきましては、ユーザーのニーズを踏まえた知的基盤整備計

画の策定、あるいはデータベースの構築、計測分析技術の開発といった点で進展しているとい

うことであります。 

 研究情報基盤の整備という点では、機関リポジトリの公開機関数の増加、あるいはＪ－ＳＴ

ＡＧＥ収録ジャーナル数の増加といったことで、そういった点ではオープンアクセス化は進展

しているというふうにまとめてございます。 

 続いて、社会とともに創り進める政策の展開というところでございます。 

 こちらは幾つかの観点でありますけれども、まず１つ目が社会と科学技術イノベーションと

の関係深化という視点で、１つ、国民の視点に基づく科学技術イノベーション政策の推進、そ

れから科学技術コミュニケーション活動の推進と、２つの柱がございます。 

 主な進捗ということで、１つは政策の企画立案や推進への国民参加の促進という取組、ある

いは倫理的・法的・社会的課題への対応、それから、社会と科学技術イノベーション政策をつ

なぐ人材の養成及び確保と、そういった点での取組が幾つかなされているという状況でござい

ます。 

 その中に所見で取り上げたものとしましては、研究不正についてということで、研究活動を
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阻害することのないよう留意しつつ、研究不正に対するガバナンスを強化することが必要であ

るということと、それから、研究推進体制の強化のためには、ＰＭ人材というような言葉があ

りますが、プロジェクト管理を行う人材など、広く社会と科学技術イノベーションとの橋渡し

を担う人材の層を厚くすることが必要だというまとめにしております。 

 コミュニケーション活動の推進という点では、さまざまな活動が定着してきているものの、

より国民の理解を得ていくためには、あらゆる人々がそれぞれの立場から科学技術の研究活動

や成果、その多様な意味をめぐって情報を共有、双方向の対話を行う取組を推進することが必

要だというふうにしてございます。 

 一方で、２つ目の視点としまして実効性のある科学技術イノベーションの推進というものが

ございまして、１つは政策の企画立案及び推進機能を強化するというものでございます。これ

につきましては、内閣府でＳＩＰを500億円、初めて計上したこと、あるいは内閣府設置法が

改正され、まさにこの総合科学技術・イノベーション会議が改組されるなど、司令塔機能の強

化の取組が進んだということ、あるいは予算戦略会議を設置して検討を進めるという取組、さ

らには「政策のための科学の推進」といったものがございます。 

 これらについての所見としましては、司令塔機能の発揮のためには、事務局体制の強化、調

査分析機能の向上等が必要ということと、科学技術イノベーション施策の経済・社会への効

果・影響等を客観的に示すための取組の強化というものが必要であるというふうにしておりま

す。 

 続いては研究資金制度に関するもので、審査及び配分機能の強化ということであります。こ

れについては、競争的資金の効果的、効率的な審査、あるいは配分機能の強化の取組、制度の

改善及び充実の取組というものがさまざま取り組まれてきております。 

 所見においても、費目構成、費目間流用などのルールに係る統一など、進捗が見られるとい

うことでございます。競争的資金の予算水準は漸減傾向ではあるのですけれども、公募を手段

とするが競争的資金制度としては登録されていない制度が増加しているということで、改めて

競争的資金制度の概念と政策的位置づけ自体を再検討しつつ、制度間の連続性を意識した全体

最適な研究資金制度を検討する必要があるというふうにしてございます。 

 次が研究開発の実施体制の強化ということで、ここは研究開発法人の改革の部分と、それか

ら、研究活動を効果的に推進するための体制整備ということで、研究支援人材などの部分の取

組、そういったものが進んでいるということであります。 

 研究開発法人の改革については、所見のほうでは、法整備が行われたというところは当然評
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価するとともに、今後ということで、例えばクロスアポインメント制度の積極的導入とか、運

用改善事項についての対応といったことで、速やかに措置していくことが課題だというふうに

してございます。研究支援人材につきましては、リサーチ・アドミニストレーターを含めてキ

ャリアパスの確立が課題だというふうにしてございます。 

 ここの部分の最後はＰＤＣＡサイクルの確立ということでございまして、総合戦略を策定し

てＰＤＣＡサイクルの取組を推進してきたとか、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を

決定するといった取組がなされております。 

 ただし、所見にありますように、実効性があるＰＤＣＡサイクルの構築というのは容易では

ないという部分は当然ございますので、さらに役割分担等を踏まえて最適なＰＤＣＡサイクル

を確立していくことが必要ということと、研究者への評価の過剰な負担という部分については、

さらに解決すべき課題が残されているようなことを指摘してございます。 

 最後になりますが、研究開発投資の拡充というものがございます。これは、基本計画期間中

の政府研究開発投資の額がどういう状況で推移していくかということで、完全にデータとして

整理されるのは３年間ですので、３年間として4.7兆、5.3兆、4.5兆という推移になってござ

います。その３年間では14.5兆の合計となるということであります。基本計画上は目標として

25兆というような数字が上がっておりますので、そういった部分との対比が今後される必要が

あろうかとは思います。それから、官民合わせた研究開発投資に対するＧＤＰ比については

４％というふうに期間中にするという目標がございますが、現行では3.67％になっております。

あとは研究開発税制の適用総額という額も掲げてございます。 

 所見としましては、科学技術イノベーションの現状を踏まえて、今後とも政府研究開発投資

を充実することが必要だと、それが呼び水となって民間投資も促進されることが期待される。

同時に、規模の拡充のみを目指すのではなく、費用対効果も踏まえ、国民の理解と支持を十分

に受けられるようにすべき。さらに、研究開発税制の活用促進等による民間企業の研究開発投

資・設備投資環境等の整備が必要というまとめをしてございます。 

 あと、もう一点ご紹介なのですが、本体の資料３をごらんいただきたいと思うのですけれど

も、103ページをごらんいただけますでしょうか。これらの整理をした上で、最後のページに

なるのですが、結語という形で全体を踏まえてのまとめをしてございます。結語においては、

基本計画自体、１期から数えますと18年以上経過してきたということであります。その中での

一例として、科研費等により長期にわたって着実な研究を実施してきた山中教授の例を挙げさ

せていただいて、日本の科学技術力の高さを世界に証明したということを記載しております。

 －12－ 



それから、３期の期間中に開始されたＦＩＲＳＴの取組、これについては中間評価において高

く評価されているということであります。 

 ただし、一方で、今までご紹介したフォローアップにもありますように、幾つかの取組はま

だまだ十分でないということもあるということで、例えばという意味では、人材の育成面でテ

ニュアトラック制を挙げておりますが、数値目標としてはまだ未達成であるということで、若

手研究者の活躍の機会を十分に与えるということについては、まだまだ今後の取組が必要だと

いうことであります。 

 それと、第４期基本計画では、分野別の重点化から課題対応型に転換したというのが１つご

ざいます。そういった中での進捗は、先ほどご紹介いたしましたけれども、その中で、例えば

ということで指摘がありますのが、情報通信技術については、産業競争力の強化につながるニ

ーズ主導、あるいはサービス系の強化策が不十分、そういった指摘もございまして、世界に目

を向けると、アメリカ、あるいはドイツの取組のようなものもあるということでありますので、

そういった取組を我が国においても踏まえて進めていく必要がある。東日本大震災の復興、再

生の実現という部分については、これについては引き続き一層の推進ということが重要という

ことでございます。 

 今回フォローアップをしていろいろな指摘が認められましたけれども、それについては４期

期間中の残りの期間の引き続きの推進、それから５期基本計画での取組の加速化というのが必

要とございます。 

 最後に、内閣府設置法が改正され、司令塔機能強化というようなことがなされた。それから、

科学技術基本計画の事務が内閣府に移管されたということで、内閣府が基本政策の方針から基

本計画の閣議決定までを一気通貫して実施することが可能となったということでありますので、

総合科学技術・イノベーション会議が今まで以上に司令塔機能を発揮すべきであるということ

でまとめてございます。 

 ちょっと時間が長くなって恐縮でしたが、フォローアップの中身については以上でございま

す。 

 あとは、資料４につきましては、今ご紹介したもののデータを、時系列データを中心に取り

まとめておりますので、適宜ご参照いただければと思います。 

○原山会長 残りの部分のライフですが、なるべく手短に、桑島さん、お願いします。 

○事務局（桑島参事官） それでは、ライフイノベーションの評価の調査の結果が出てござい

ますのでご報告を申し上げます。 
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 それでは、資料の５でございます。 

 まず１枚おめくりをいただきますが、この第４期の基本計画の骨格といいますか概要をまず

ごらんいただきます。 

 （１）のところで、まず目指すべき姿としてどんなものを描いたかということで、３つほど

ポツでお示ししてございますが、心身ともに健康でというようなことで、充実感を享受できる

社会の実現、あるいは、我が国の持続的な成長、社会の発展の実現、あるいは国際貢献という

ようなところを目指して、この姿を描いてございます。 

 それで、（２）のところで、その主な施策の柱でございますけれども、予防法の開発、それ

から早期診断法の開発、あるいは有効性の高い治療の実現、あるいは患者さんのＱＯＬの向上

というようなことを事業の柱としてございます。 

 また、（３）として、今（２）で申し上げたようなことを推進するわけでございますけれど

も、これの実装化、実用化に向けて必要となってくる仕組みの整備というようなことをもう一

つの柱としてございます。 

 それでは、次のページでございます。 

 これ以降は、今申し上げた５つの柱に基づいて、それぞれ１枚ずつの紙に整理をしてござい

ます。それで、紙の構成をまずごらんいただきますが、上段でございますが、これはサマリー

をお示ししてございまして、それから中段の左でございます。この部分は報告書のほうには書

いてございませんけれども、今回の４期のフォローアップの調査に当たりまして、４期中の計

画の傾向を捉えるために、社会的、あるいは技術的な観点からの指標を試行的に設定させてい

ただいたということでございます。本来ですと４期の当初にこうした指標というものは決めて

おくべきかと思いますが、今回においては、この調査の段階でこうした指標を設けさせていた

だいてございます。それから、中段右がその施策の取組の状況でございます。主な代表的なも

のをお示ししてございます。それから、下段が所見ということで、今後取り組むべき事項をま

とめさせていただいたものでございます。 

 それでは、個々にご説明をしてまいります。 

 まず１つ目でございますが、革新的な予防法の開発というところでございまして、指標とし

ては、客観的なエビデンスに基づいた予防法の開発であったり、あるいは予防効果の高いワク

チンの国内への普及、それから認知症に関する研究開発というようなところが指標として抽出

をしてございます。 

 中段の右のほうになりますけれども、取組でございます。幾つか、一番上の欄でございます

 －14－ 



が、３つほど10万人規模のコホート研究が現に今進んでございますけれども、そうしたデータ

を蓄積していくというようなことであったり、その下の感染症対策の総合研究の中では、エイ

ズですとかインフルエンザ等のもの、あるいは新興・再興感染症、あるいはＢ型肝炎等のワク

チン開発等が進んでいるというようなことでございます。それから、認知症に関するさまざま

な研究開発が進んでいる、あるいは、九州でございますが、久山町における疫学調査というよ

うなものも進んでございます。 

 それで、一番下の所見でございますが、新たなコホート研究等によります基盤の整備、ある

いはその中から生まれてくるエビデンスに基づいた予防法の開発というようなことが課題とし

て残ってございます。それから、感染症研究についても、次世代のワクチンの開発というよう

なこと、それから、ここにＰと書いてございますが、これは大変恐縮でございますが、まだ各

省との調整が全て終わってませんで、まだ了解が得られていないとうことでＰとしてございま

す。この後、資料の中に幾つかＰが出てまいりますので、そうした趣旨で記載をさせていただ

いてございます。その後、最後ですが、認知症、あるいはアルツハイマー病の病態の解明と、

こうした研究がこれからの課題ということで引き続き残ってございます。 

 それから、次のページでございます。新しい早期診断法の開発ということでございまして、

ここは２つ大きく抽出してございますが、早期診断技術の開発、それから新しいイメージング

技術の開発と、こうしたことを指標として設けてございます。 

 実際の取組でございますけれども、バイオマーカー、特にこの部分についてはがんがかなり

進んだわけでございますけれども、バイオマーカー、それから低侵襲の機器でありましたり、

あるいはイメージング技術等の開発が進んでいるところでございます。 

 所見といたしまして下にまとめてございますが、特にがんにおける早期診断・発見というこ

とに関する研究開発、あるいは実用化に向けてということでまとめてございます。今申し上げ

ましたようなバイオマーカーの探索でありましたり、あるいはイメージング技術、ＭＲＩとか、

あるいはＰＥＴというようなものだと思いますが、それから内視鏡技術の開発というようなこ

とも今後の課題として引き続き残ってございます。 

 それでは、次のページをごらんいただきます。 

 次は、安全で有効性の高い治療の実現ということでございます。この部分、かなり昨今のい

ろいろなニュースでも取り上げられてございますが、生命科学の基礎的な研究、あるいは副作

用の少ない医薬品の投与法と、いろいろとございます。やはりこの部分では、ｉＰＳ、あるい

はＥＳ細胞等の再生医療の研究がかなり進んでいるというようなことでございまして、先月で
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ございますが、加齢黄斑変性におけるｉＰＳ細胞の由来の網膜上皮細胞シートの移植ですとか、

そうしたこともかなり進んできてございます。 

 そういう中で、最後の所見のところになりますけれども、革新的な治療法の開発ということ

でございます。１つ目のところで、革新的なタンパク医薬品というものもかなり注目をされて

ございます。例えば抗体由来のタンパク質ですとか、それから核酸医薬品というようなものも

進められてございます。そうした中で、非常に特異性の高い副作用の少ない創薬ということが

目指されてございます。それから、その下に医療機器の開発というようなことでありますとか、

一番下のところでは再生医療分野での研究の開発ということでございます。これは基盤のとこ

ろから臨床応用まで含めてのお話かと思います。 

 それでは、次のページでございます。 

 高齢者、障害者、患者の生活のＱＯＬの向上ということでございまして、ここも抽出した観

点としては、そうしたＱＯＬの向上でありますとか、あるいは介護者の負担軽減というような

観点、それから、若干毛色は違いますけれども、終末期におけるいわゆる緩和医療に関する研

究が注目をされてございます。 

 そうした中で取組といたしましては、いわゆるロボットスーツというようなものもかなり開

発が進みまして、ＨＡＬというような、ご案内かと思いますが、そうした技術でありますとか、

中段でございますが、ＢＭＩ、いわゆるブレイン・マシン・インターフェースというようなこ

とで、なかなか口では言語を発せられない患者さん、例えばＡＬＳですとか、あるいは脊損の

方の患者さんへの実装化という研究もかなり進んでいるところでございます。 

 そうした中、最後の所見でございますけれども、今申し上げたような患者さんのＱＯＬの向

上や、あるいは介護者の負担軽減のための技術開発という観点、それから、こうした開発され

た医療機器における安全性の向上という部分がまだ追いついてございませんので、そうした部

分の開発、それから、一番下では緩和医療に関する緩和ケアサービスの提供のさらなる推進と

いうようなことが今後の課題として残ってございます。 

 それでは、最後の課題でございますが、こうしたことを推進するためのシステムの改革とい

うことでございます。 

 大きくはレギュラトリーサイエンスの充実・強化というようなことでありましたり、あるい

は創薬・医療技術の支援基盤というようなものを整備、それからバイオベンチャーの長期的な

支援ということで抽出がされてございます。 

 取組といたしましては、レギュラトリーサイエンスに関します研究でございますとか、ある
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いは橋渡し研究の加速ということで、右の欄のところで橋渡し研究を加速するために７カ所、

７拠点というふうにお示ししてございますが、実はプラス２で９拠点の整備が進んでございま

す。この中に岡山大学と慶応大学が追加されたということでございます。それから、その下で、

臨床研究の中央拠点というものも整備を進んでおりまして、現在10カ所、関係する拠点でいい

ますと30カ所の整備が進んでございます。 

 今後、レギュラトリーサイエンスの一層の推進、研究の推進、生命倫理に関する検討という

ことが、残された課題として非常に大切な課題、かつライフ分野特有の課題ということになる

と思います。バイオベンチャーへの支援というような部分につきましては、他分野とかなり共

通することではございますけれども、連携の強化ですとか切れ目のない支援というようなこと

も引き続き必要かというふうにまとめてございます。 

 それから、最後のページになりますが、若干最初に座長のほうからも少し触れていただいて

ございますけれども、最後に箱でくくってございますけれども、平成25年８月に、この健康・

医療に関する成長戦略の推進及び医療分野の研究開発の司令塔の機能の本部として、健康・医

療戦略推進本部が設置をされてまして、26年７月には、その戦略が閣議決定をされているとこ

ろでございます。そうした意味で、今後はそうした推進のための戦略や計画にのっとって推進

をすることになってございます。そういう意味では、私どものこのＣＳＴＩにおきましても、

協調して事業を推進してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○原山会長 説明がちょっと長くなってしまったのですが、これから議論に入りたいと思いま

す。 

 非常に膨大な情報を集めてきて整理したという作業なのですが、細かいディテールというよ

りかは、どちらかというと皆さんにお願いしたいのは、これを見て何を学ぶかという話と、そ

れから、この５年という、実質３年半なのですけれども、非常にアクセラレートした形でもっ

て環境が変わっているわけですね。それこそ、これを策定したというのは、その前の１年半前

ですから、その状況に比べて現状が変わって、その中でどういうふうにこれを判断していくか

って結構難しい作業です。やはりこれは、次の第５期に結びつけてくる一つの大きな要素なの

で、そういう視点から、ここから何を学び取るか、それから次にどういうふうにつなげていく

か、あるいは完全に抜けているポイントがあるのかどうか。 

 １つ、この作業をした中でそれを認識したということは、やはり第４期そのものの本体とい

うのはなかなかチェックしやすい状況には書かれていなかったというのがあるわけですね。そ
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れは大きなレッスンだと思いますし、それをうまくどういうふうな形で盛り込んでいくかとい

うことは次の作業で取り組んでいきたいという形です。必ずしも指標だけじゃなくて、チェッ

クポイントといいますか、システムとしてどういうふうに見ていくか、その辺のところも必要

だと思います。ですので、ご自由にご発言願いまして、それをテイクノートさせていただいて

ファイナライズしていく。 

 作業なのですが、この報告書というのは、この次のステップとして次の本会議でもって、こ

この専門調査会の報告書として出させていただきます。それをもって次につなげる。ですので、

今回は、できればこの作業の最後のフェーズとして閉じたいと思いますので、ご意見、お願い

いたします。 

○春日委員 これだけ膨大なもので、項目も多岐にわたっていますので、全体を通して抽出、

何か学ぶことというと大変難しいのですけれども、まだこれ、フォローアップの案ですので、

今後まとめていただく上で、この所見のところにもう１分類を加えていただくことを提案いた

します。 

 それは、第４期の残りが１年半というか、これがまとまると残り１年になるわけですけれど

も、この所見として今挙げていただいている今後の課題の中で、特にこの残りの１年でできる

こと、すべきことというものを取り上げて、残り、第５期に続けるものと区別するような形で

まとめていただくと使いやすいのではないかというふうに思います。 

○原山会長 ありがとうございます。 

○國井委員 いろいろ進展していると思いますが、一番強く感じるところは、やはり司令塔と

して全体の最適化の重要性だと思います。いろいろ産学連携等々についても触れられているの

ですが、やはりまだ基礎研究と、それによって新しい価値を創造するイノベーション推進の枠

組みとの関係について、ほかの国と比べたら効率よくいっているかといったらまだまだだと思

います。 

 プロジェクトマネジメント云々のお話はありますけれども、やはり技術がわかっているアン

トレプレナーをどう育成するかとかいうことが非常に重要で、また、チームワークをどう組む

かということが重要だと思います。米国等の大学、リサーチユニバーシティーを見ていると、

リサーチをやっている一方でビジネススクールがあり、学内でも技術の分かるビジネス人材を

育成することができる。3つ目は資金を提供する組織です。３つ揃って、アントレプレナーを

育成する。研究組織、経営教育、ファンドのこの３者がうまく連携しています。そういう枠組

みの中で計画を策定しないと効率が悪い。ここは科学技術がメーンの議論だとは思いますが、
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どう社会の中で価値を生むかというイノベーションに向けてのつなぎのところがやはりまだ弱

いと思います。 

 イノベーションは、それは産業界がやる仕事だという話が、第４期の議論のときにもちょっ

と出ていましたけれども、それはもちろん大きな役割分担としてはそうですが、そこがぷっつ

り切れるわけじゃなくて、一緒にやっている部分がなくては成功しません。とりわけ人が流動

しないとうまくそこがつながっていかない。１つの企業の中でも、死の谷とか魔の川とかと呼

ばれる障害がいっぱいある中、一緒になって密にやる仕組みをつくっておかないと効率よく回

っていかないと思います。それについてはやはり結語か何かに１つ入れておくべきではないで

しょうか。ほかの国と比べたら、そこに関して弱いと思っていますので、日本的ないろいろな

いいやり方を工夫しながら全体の枠組みを考えていく必要があると思います。 

 ２つ目は、結語の中に入っているのですけれども、イノベーションといったら、今ＩＴをど

う使うかということが鍵です。インダストリアルインターネットとかインダストリー4.0の話

が入っていますが、そこは強調すべきだと思います。ITはなかなか理解されないのです。ソフ

トウエアは形がないので、それが重要だと言われますが、結局、予算の話になると、ＩＴのな

かでもハード系が中心になっていることが多い。ソフトウエアの人材育成も不十分です。圧倒

的に要員数が少ない。まず量、それから質も海外と比べて大きく差をつけられていますので、

ここをどうカバーするのかということを考える必要があると思います。 

 それから、もう一つだけ申し上げますが、第４期のときの議論でも結局は入らなかったので

すが、女性研究者の項目です。これも、十分には進んでいないのです。若者の項目の下に女性

研究者の話は入っていますけれども、一番上の項目に持ってくるべきではないでしょうか。多

様性という視点が、重要だと思います。たとえば、新たな研究テーマを考えるとか、異なる分

野を統合して新たな分野を構築するとかという場面で女性が入れば、もっと成果が上がると思

います。女性研究者を育成する意義を強調すべきだと思います。逆差別云々という話があって、 

理解されていません。ジェンダーバイアスの問題は、大変奥深くて、女性研究者自身が理解し

ていないことも多いです。だから啓発活動を相当しないとだめだと思いますので、そこも含め

て女性研究者の課題はやっぱり大きく取り上げていただく必要があると思います。 

 以上です。 

○原山会長 ありがとうございます。 

 先ほどの全体最適化という話というのは、やっぱり総合戦略をつくるときの大きな主題とな

って議論されている。それは方向性としてわかるのですけれども、では、具体的にどういうア
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プローチをとったらいいかというのがなかなかくせ者であって、その辺は課題として今後の積

み上げだと思います。 

 それから、先ほど、インダストリアルインターネットとか、インターネットエコノミーの話

というのは世界の潮流になっているわけで、その中で日本としてどうしていくかというのは、

やはり第５期の中での大きな課題というふうに認識しております。 

 それから、女性研究者というのも何年も前から言っているのですが、しかもここに書かれて

いるわけですね。いろいろなところに書かれているのだけれども、では実際何が変わったか、

そこら辺がどうして変わらないのかというのも、ちょっと深みのある分析が必要かと思うので

す。それがまとまった形での次のステップだと思います。ありがとうございました。 

○庄田委員 大変膨大な資料ですので、しかも昨日か、一昨日いただいて、全てを読み切れて

はいませんが、特に第５期に向けて気づいた点についてお話しいたします。 

 １つは、この総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮する上で、私が気がつ

きましたのは、例えばこの資料３の28ページです。産学官共同のための場の構築に向けた取組

の進捗状況のところで、例えば28ページの上段に「仙台マテリアルバレー」、これは東北地方

における材料分野等の産業集積を加速させ、平成23年度から始まったとあります。そして次の

項には、平成24年度から「東北発素材技術先導プロジェクト」が始まりましたとあります。こ

れは、企業であれば、当然現在進めているプログラムと新しい国のプログラムがどういう関係

にあって、一緒にすべきものかどうかという議論をするべきだということになると思います。

いわゆる司令塔の役割、先ほどもお話がございましたが、やはり全体最適を考えていくという

意味では、この会議が司令塔機能として、これとこれは本来同じものではないか、或は、もっ

と効率的に推進できるのではないかということを指摘できる仕組みを是非とも第５期の中でつ

くっていくべきではないかということが１点でございます。 

 それから、同じ資料３の32ページですが、基本計画のポイントの冒頭に「科学技術イノベー

ションの隘路となる規制や制度と特定し」という記述がございます。この課題は、当初参加を

したライフイノベーションの戦略協議会でも取上げられました。今回の進捗状況のところには、

隘路が特定されて規制改革会議等で検討され、規制改革が進められている、というフォローア

ップになっているのですけれども、本当に重要な隘路が何であって、それについてどういう手

を実際打っているかということがどこにも書いておりません。余り細かいものはいいと思うの

ですけれども、やはりそういう大きな隘路については、こういう隘路があって、これをこう変

えているのだと、それは第５期でも当然継続するのだと、こういう部分の記載が必要ではない
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かなと思います。非常に短い時間で全部は読み切れませんでしたけれども、感想として申し上

げます。 

○原山会長 ありがとうございます。 

 先ほどの具体的な事例として、例えばの話で、28ページのところで、まさにこれは進捗状況、

ファクトベースで何が起こったかって、まさにおっしゃった話なのですね。複数の省庁がかな

り似たようなこともしながら、でもそれが並列して起こっていて、その間の何かインターアク

ションが起こっているか起こっていないのかわからないというのが現状で、まさにそれは課題

だと思うのですね。それに対してどういう手を打っていくかというのは宿題というか、１つは

手口としてやっているのは、予算編成の際に次年度に生かす。これは過去のことですね。今や

っていることです。次の次年度に対しては、なるべくこういうことがないように今手を打って

いるのですけれども、多分それだけじゃ不十分だと思うので、その辺も考えていきたいと思い

ます。 

 それから、32ページのほうですか。32ページのほうでは、規制に関しては、ある種の施設の

中に役割分担でいろいろな司令塔的なものが複数あるという、その中で球の投げ合いをするだ

けじゃ解決策にならないので、一緒にやるというスタンスが多分必要になってくると思うので

すね。その辺のところは、今度は第５期のところでもって、やり方としてプロセスとして盛り

込んでいかなくちゃいけないと思うのと、１つの反省事項というのは、サブスタンスの話をし

ながら、実はプロセスでもって会議しているというところが、もうその辺は逃げているところ

も多分にあるので、その辺もなるべくそうしないように今後の課題にしたいと思っております。

ありがとうございました。 

○上山委員 私も、随分大部な内容でしたから、全てを包括的に見ることはできなかったので

すけれども、全体を通してのイメージとして１つ申し上げたいのは、この資料３の最後にちょ

っと書いていますけれども、第３期から第４期に向けて分野別の比較的伝統的な科学技術基本

政策のやり方であったものが課題対応型という形にかじを切ったのだと、そういう表現があっ

て、それはまさにそうだと思うのですけれども、この全体の中でもレビューの中で、課題対応

型の科学技術政策をやったことによって、それは一体どういうような意味があったのか。課題

に限定するということが果たしてよかったのかどうか。または、課題に対応することによって

大きなシステム全体を見るような目が欠けてしまっているじゃないかと、そういう反省のレビ

ュー、そういった表現がこの中になかったということはちょっと残念かなと思いますね。 

 そういう意味では、やっぱり第３期、第４期と来て、これは20年たっているわけですよね。
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ですから、割とアメリカとの関係で受け身的に始まったこの科学技術基本計画というものが、

４期たってちょうど20年で大きな節目を迎えているとなると、その中で一体どういうような戦

略性を持った第５期に至るのかという、そういう視点がどこかで表明されているほうがいいじ

ゃないかなということを思いました。 

 これは多分後のブレーンストーミングのときにも出てくるかもしれませんが、今、庄田委員

がおっしゃったように、個別のところで踏み込み方がちょっと足りないなという感じがやっぱ

りするのですね。例えばオープンイノベーションをもっとやらないといけないとか、オープン

イノベーションというのは、この中のものを読んでみると、結局産学連携の場所をつくるとい

うレベルの話であって、オープンイノベーションという考え方そのものが1990年代に入ってか

らアメリカで出てきたときには、これは明確に特許とか知財をどういうふうに開放しながら公

的な機関の役割を高めていくかという、そういうような、ある種プロパテント政策の変更みた

いなところの中で出てきた議論なので、じゃ、それは翻って日本の中では、産学連携がそれほ

ど進んでいなかったところでこのオープンイノベーションという議論を持っていくのはどうす

ればいいのかという議論が欠けているとか、あるいは、１点気づいたことで言うと、これはと

ても重要なことだと僕は何回もいろいろなところで発言していますけれども、間接経費の問題

が、間接経費を上げないといけないぐらい、例えばととのっているわけですね。この間接経費

というのは、実際のところは非常に重要なシステム改革の手段になって、30％でいいのかとか、

一律30％でいいのかという議論にも私は非常に疑問を持っていて、例えばアメリカの例で言う

と、各大学に付与される間接経費の率というのはばらばらなんですね。高いところだと75％、

低いところだと50％。それは、各大学がみずからの大学システムの中でどれぐらいリーダーシ

ップを持って科学技術を推進していくかについて、その背景としてこれぐらいのコストが必要

だという膨大な書類をつくって政府に出し、政府との交渉の中で、あなたのところだったらこ

れぐらいですよということが決まるという、そういうシステムを、実は本格的にこういう内閣

府なんかに入れていくと、個別の大学のインセンティブとかマインドセットを変えていく重要

な手段になっていくと思うのですが、そこら辺の踏み込み方を、これは第５期で恐らく原山先

生が中心になっておやりになるのだろうと思いますけれども、そこの目先のきいた、そういう

議論が個別の対応の中にもう少しあってもいいだろうなというふうに思います。それは庄田委

員がおっしゃったこととちょっと重なるところがあると思うのですけれども、ざっくばらんな

印象はそういうことでございました。 

○原山会長 ありがとうございました。 
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 第１番目の点なのですが、大きな分野ごと、分野別から課題解決にシフトしたということの

インパクトというのをはかるべきだという認識を持っていて、このフォローアップの前の作業

の調査のところで１つ仮説として立てたものがあって、それを調査したのですね。今のところ

まだここに盛り込めていないので、この報告書そのもの、あるいは第５期の準備のイントロの

部分、まず意味合いというものを分析するとき、それは使っていきたいと思っています。 

 ざくっと申し上げますと、１つ仮説として立てたのは、課題解決型になると基礎研究がおろ

そかになるじゃないかと。その中でもって課題解決を中心にやった人たちに聞いたところ、必

ずしもそうでもないというのが出ていたのですね。そういうところをやはり盛り込まないとい

けない。それから、目的指向になると何か欠けるものがないか、その辺のところも、ちょっと

分析したものを入れながらと思っています。ありがとうございました。 

 それからもう一つ、間接経費の話は第５期の一つの課題だと思うのですけれども、その背景

にあるのが、それぞれの大学が主体的に自分の大学をどういうふうに運営していくかというの

があると、そのバーゲニング・パワーを持って交渉することができるのですけれども、それが

ミッシングな場合にどうするかという話なのですね。ですので、非常に単純に間接経費の何％

の話ではなく、その背景にある大学のそのもののあり方を説いている話だと思うのですね。そ

の辺もちょっと深掘りできればと思います。 

○三島委員 前のほうのグリーンとライフのほうがどういう進捗をしているか、それから、そ

れに対する所見というところは、それぞれにしっかりと進んでいるし、何点か所見が余り具体

的じゃないところというのが少しあるかもしれませんけれども、それぞれに進んでいると思い

ますが、やはりこれの初めのところの４ポツの科学技術イノベーションの推進に向けたシステ

ム改革、あるいはその次の大きなⅡの我が国が直面する重要課題の対応のところで、これ、ど

う進めていくかというのがずっとかなり大部にありますけれども、やはりここが一番第５期に

しっかりと工夫を組み込まないといけないところで、今の基礎研究と課題研究の区別だとかい

ろいろありますけれども、大学、企業、それぞれの研究者が、どこで自分がこういうことに貢

献していくかということの意識を高めることと、それから、役割分担は当然あると思うのです

けれども、産と学がもう少しうまく結びつくように、今、さんざんイノベーションをどうやっ

てドライブするかという議論をしてまいりまして、独立行政法人が間に入ってというのはあり

ますけれども、そのシステムをつくるにしても、それぞれの研究者がどういう意識を持ってど

うやってやるのかというところに、ここで言っているような人材育成も含めてどういう仕組み

を組み込むとうまく回るのかというところが問題で、今までやはり方法論としては一般論にい
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ろいろ言われていることはあるのだけれども、それがうまくちゃんと回転しないから、やっぱ

りいつも問題が残っているとすれば、そういう研究者の意識の問題だろうというふうに思うの

ですが、人材育成の問題を含めて。 

 ですから、私、今これを見た範囲では、これからの第５期をつくっていくときに非常に重要

なのは、大学でいえばいかに研究力を強くするか、それも、強くするかということを主に基礎

と、それから課題解決とあると思いますけれども、それぞれに研究者がどう取り組んでいくか

ということを大学も真剣に考えて仕組みをつくらなければいけないし、何かそういう、物すご

くこの後半が私は重要だと思いました 

 余り具体的な内容じゃなくて、ちょっと申しわけありません。 

○原山会長 ありがとうございます。 

 今おっしゃっているステークホルダーで、インスティテューショナルなレベルもありますし、

研究者にしろ、個々の構成する人の意識というものが動かない限り、幾らストーリーを変えて

も変わらないというのが、多分ここでもレッスンだと思うのですね。じゃ、いかなる形でその

人たちの方向性というものを一緒に方向づけていくか。その作業というのを具体的にどうした

らいいか、なかなか難しいのですね。ルールでもって決めることはできないし、トップダウン

というのは大概の場合はうまくいかない。何かございましたら。 

○三島委員 具体的なという、それが今、多分大学の研究力を強くするための一番今重要なこ

とじゃないかと思って今いろいろと考えておりますが、まだ具体策には至りませんけれども、

やはり一番まず手っとり早いのは、いかに異分野の人を集めて、そして本当の意味でのフリー

ディスカッションだけではなくて、チームを組んで仕事をできる環境をどうやってつくるかと

いうことが一つの策ではないかなというふうに思っております。 

 前にもちょっとここで述べましたけれども、ＷＰＩの進め方なんかを見ていると、やはりそ

れのもう少し、あれだけの大きな規模にならなくても、いい種をつくって、そこで何か新しい

ものが生まれていくようなものをつくることによる活性化というのを、具体的なものとしては

１つ今思っているところでございます。 

○原山会長 どうもありがとうございました。 

○福井委員 思いつきですが、このような評価自体が非常に膨大で、国によってはこのような

評価をする専任の部署をつくって、しかも学問体系としても確立されつつあるように聞いてい

ます。日本ではそれぞれの担当の省庁の方々が大変な労力を費やしてでまとめられていますけ

れども、やはり専門家のグループで評価するというシステムがあっていいのではないかと思い
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ます。 

 医療分野につきましては、司令塔がはっきりしなかったということが最も重大な問題だと思

っていましたので、今般、日本医療研究開発機構が設置されるということで、そこがどれだけ

うまく機能するのかに私は期待したいと思っております。 

 次に、先ほどの間接経費ともかかわる点で医学に特有なことかもしれませんが、研究費をい

ただいても、教育と診療の仕事は軽減されません。エフォートタイムを書きますけれどもほと

んど意味がなくて、外国ではエフォートタイムを例えば20％と決めたら、１週間のうちの水曜

日１日は教育も診療も全部オフにしてもらって時間の切り売りが非常にうまく行われていたよ

うに思います。日本ではエフォートタイムを５％、10％と書きますけれども、自分の首を締め

ていっているようなもので、それだけ余分に働くという決意表明の数字になっています。シス

テムをもうちょっと考えていただければと思います。 

 最後に、医療と生命の倫理についての研究が外国に比べて遅れていると思っています。国が

設置した倫理学の研究所があってもいいのではないかと思います。 

 もう一点だけ。予防医療について、いつも避けて通っているのではないかと私は疑っている

のですけれども、世界中で人の寿命を最大限延ばすことがわかっているのは禁煙です。たばこ

をなくすることに国として本気で取り組むかどうかによって、健康寿命を最大限延ばせるかど

うかが決まりますので、禁煙を正面から取り上げてほしいと思っています。 

○原山会長 ありがとうございました。 

 一番初めの評価の学問体系ということなのですが、アメリカで経済危機が起こった後に、か

なり研究開発に投資が進んだのですね。そのときに、バック・トゥ・バックで評価する手法の

開発ということをやられて、それがサイシップ（SciSIP）とかスターメトリクス(STAR 

METRICS)というアプローチになるというような、かなりそれが進化しているのです。それの基

本的な考え方というのは、研究資金を政府からもらったところで、それがどういうふうな流れ

になっていて、もちろん研究成果を出すことそのものも重要なのですが、それと同時に、その

お金がどこに使われて、その使われたことによって何が起こったか、どういうわけで雇用が生

まれて、その中から、例えば機器を買ったときの機器は地元の会社なのか、あるいは海外なの

か、そうするとニュアンスが違ってくる。そのストラクチャーというものを自動化することを

やっていた。それで幾つかの大学で基本的なことをやったのですが、そのモデルというのは使

うことができるわけであって、実際、日本の中でもサイレックス（SciREX）というプログラム

を走らせて、それが趣旨だったのですが、やはりそれをもうちょっと機能的なものに持ってい
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かなくちゃいけない。やはりこれは素人がやるべき話じゃなくて、専門家というのが必要だと

いうことは認識で、それは多分第５期のときも宿題になってくると思います。 

 それから、エフォート制なのですが、私自身もジュネーブに長くいて、みんなそれをやって

いるのですよね。それが当たり前の頭で日本に帰ってくると、100％以上になると不思議な世

界で、本当に制度としてのエフォート制を入れないことにはもうサスティナブルじゃないのは

百も承知な話ですが、それをどういうふうに本当に実現できるかというのは、やっぱり第５期

の課題かと思います。 

 それから、倫理に関して一緒にさせていただいたのが生命倫理専門調査会。あの位置づけと

いうものも、今のところは淡々とやっているのですけれども、そのコンピテンシーを広げるべ

きか、もうちょっと広い意味での、今、ＥＳ細胞の話にフォーカスしているのですけれども、

バイオの研究が進むとともに、これまで想定していなかった倫理問題が出てくる。それから、

新分野のインターフェースの話に来ると、まさに別の視点からの原理が必要になってくる。そ

の折に完全にカポッと抜けているところがあるので、それも大きな課題だと思っております。 

 禁煙はちょっとまたの話にさせていただいて、そのほかに何かございますでしょうか。 

○春日委員 一番初めに大くくりの整備の仕方についてだけ発言しましたので、少しだけ具体

例について指摘させていただきたいと思います。 

 順番にいきますが、８ページの科学技術外交のための新たな展開の中ですけれども、一番上

のポツですね。関係者における国際戦略等の議論を反映できるような体制づくり、これに関係

すると思うのですが、ご存じのように、国連事務総長に対する科学アドバイザー委員会、ここ

に日本から黒田玲子先生が入られています。この委員会こそ、決して日本から特定の推薦をし

て委員を担っていただいたわけではありませんけれども、国際的な科学技術のあり方を本当に

一番トップレベルで議論する場ですので、ぜひ、そういうところに日本人が入っていらっしゃ

るという、この現実を何か有効な形で日本に反映させるように、また黒田先生のサポートがで

きるようなことも日本の科学技術として考えるべきではないかというふうに思います。 

 それから、次はちょっとした話題提供ですが、先ほど國井先生が強調された女性研究者のこ

とで、決してそれが大きな解決になるわけではありませんけれども、本日午前中、大西議員が

会長に再選された学術会議において副会長３名の指名がありましたが、３名中２名は女性です。

一つの話題提供です。 

 それから、12ページ、科学技術イノベーション政策の推進の中で、「政策のための科学」が

進捗状況として挙げられています。これは一つの新しいジャンルじゃないかと思うのですけれ
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ども、フォローアップの本文を読んでも、「政策のための科学」が具体的に何を意味している

のか、まだ余りはっきりしていません。現実の政策のどういう指標でそれを評価するのか、そ

れから、それをもう少し改善するためにどういう方策が必要かということを踏み込む科学なの

か、再評価をする科学なのか。恐らく全部が含まれると思うのですけれども、もう少し踏み込

んだ記述をしていただくと次につながるのではないかと思います。大変重要なジャンルだと思

います。 

 それから、ライフイノベーションのほうです。 

 一番初めに目指すべき成長の姿の３点目として、発展途上国に蔓延する疾病に対して国際貢

献を目指すとあります。ご存じのように、現在、エボラ出血熱が大変危機的な状況になってい

ます。このような１類感染症に関して、日本では、それを病原体として扱えるレベル４のバイ

オセーフティー施設が稼働しておりません。このことは、公衆衛生上の対策をとるにしても、

それから今後の予防・治療法の開発にとっても不可欠な施設ですけれども、地元住民とのコミ

ュニケーションが非常に重要な課題になるので、そこが解決できていないということで実際に

稼働していません。ただ、これは現状で日本にないということは、仮に日本人でそういう患者

さんが発生したときに、その検体試料を外国に持っていって、外国の施設でさらに次のステッ

プに進まなければいけないということで、国際貢献どころか、日本は国際援助を受けている状

況です。こういうことでいいのかということを正面から議論する必要があると思います。 

 以上です。 

○原山会長 ありがとうございました。 

 さまざまな視点、議論できるところは議論していきますし、一番後の視点というのは、例え

ば英国の場合には科学技術アドバイザーが各省にいて、また首相レベルの方がいて、もう既に

エボラに関してはSAGE（Scientific Advisory Group for Emergencies）という会議を招集し

て対策をとられている。そういういろいろな緊急課題に対する対応能力というのが、ほかの国

に比べて日本はどのぐらい評価すべきというのは一つの論点であって、その視点からも、その

具体的な例が今の話だと思います。それも第５期の宿題として承らせていただきます。 

 では庄田さん、手短にお願いいたします。 

○庄田委員 先ほどの間接費と関連するのか、本当に実態の理解が正しいかどうかはわかりま

せんけれども、独法、研究開発法人の方とお話をした際、いわゆる産業、あるいは企業等の外

部資金を導入した際には、運営費交付金がその分減らされるのですと仰っていました。また、

三島先生がいらっしゃいますけれども、大学でも同じですというお話を伺ったことがあります。
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もしその通りだとすると、それはどういう思想のもとに行われているのかですね。やはりモチ

ベーション、あるいはオープンイノベーションを含めてやっていく上で、もしもそれが実態の

制度であれば、その制度は改めるべきじゃないかと思います。 

○三島委員 どこでとおっしゃいましたか。 

○庄田委員 独法、研究開発法人並びに大学の学長の方も同じだというふうに仰ったのですけ

れども、それが全体なのかどうか、私はわかりません。 

○三島委員 それは、今はそんなことはございません。むしろ減らされるとすれば、授業料を

例えば上げようというようなことを言うと、じゃ、その分、今度は自己収入だなんていうこと

はありますけれども、外部資金をとったら運営交付金を減らされるとなると、もうガタッと力

が落ちると思います。 

○原山会長 大学、研究開発独法、さまざまな組織の交付金に関して、それとまた、いわゆる

基礎研究の管理運営でいいますと、それは外部とのいろいろなさまざまなものがあるのですけ

れども、その全体像というのはやはりもう一回見直さなくちゃいけないという認識なので、そ

のフレームワークの中でまた考えていく議論で、これまで改善されていることは多分にありま

す。その当時、独法が始まったときにできなかったことの相当のことが今できるようになって

いて、その中身は、今、三島さんがおっしゃったようにいい方向に行っていることは確かなの

ですが、それで十分かという議論もあります。例えば、いわゆる大学の財源は学生の学費です

ね。それが入学式にしろ、さまざまなところがなかなか自分で決めかねるところがあって、あ

る程度の上限をつける。いろいろなその条件をどういうふうにとっていくかという話も、その

辺、もうちょっと議論させていただきたいと思います。 

 さまざまな今日のご指摘もございますが、盛り込めるところは盛り込んでいきますし、形と

してはご一任いただければ、私のほうでこのフォローアップ調査ということをファイナライズ

させていただき、もちろんファイナルバージョンは皆さんとシェアさせていただきますが、本

会議に上げていきたいと思います。ご了承いただけますでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 残りの時間なのですが、先ほど初めに申し上げましたように、幾つか資料として事務局のほ

うから、ことし、2014年版の総合戦略、それと予算に関するこれまでの取組ということを、ち

ょっと続けて手短にお願いします。 

○事務局（松田企画官） それでは、参考資料３から参考資料７まで、もう時間も迫ってきて

おりますので手短に、恐縮ですが紹介させていただきます。 
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 参考資料３をご用意いただきますと、これが総合戦略2014ということでございまして、６月

24日に閣議決定されたものです。その概要版でございます。 

 １ページをおめくりいただくと、４章構成になっておりまして、第１章でこれまでの取組を

振り返りつつ最近の動きを見て、どういった方向性で進んでいくかということが２ページ、第

１章に具体的に書いてございます。その政策の方向性としては、左下の部分で３点ほど挙げて

いるということであります。 

 そういった基本的な認識、方向性のもとで、３ページにおいて、１つは課題に対応する政策

課題を解決するための取組ということで、５つの柱、これは前回の総合戦略でも同じですけれ

ども、その５つの柱を立てて、さらに進化させたというものでございます。新しい部分として

は、３ページの真ん中に第２節とありますが、分野横断技術による産業競争力の強化というと

ころで、ＩＣＴ、ナノテクノロジー、環境技術といった部分も明示というか、組み込んでいる

ということでございます。また、オリンピック・パラリンピックの東京大会の機会活用という

ものも挙げられております。 

 ざっと、具体的なテーマについて説明されたものが続いて、11ページをごらんいただきます

と、第３章ということで、今日もシステム改革でいろいろご議論いただきましたが、総合戦略

においても科学技術イノベーションに適した環境創出ということで、体質強化の取組を進めて

いくという部分で掲げております。 

 テーマとしては、11ページの一番下にありますように、政府は「挑戦」と「相互作用」に係

る多様な機会を提供することによって、イノベーションの可能性の飛躍的向上を目指すと、な

っておりまして、12ページをごらんいただきますと、特に着目したテーマとしましては、研究

開発法人を中核としたイノベーションハブの形成で、「橋渡し」機能を強化するとか流動化を

促進する、あるいは、右側にありますように、先ほど来ありますが、若手・女性、あるいは中

小・ベンチャー企業の挑戦の環境整備、それから大学、研究開発法人、資金、この３つの改革

への取組と、そういうことを挙げてございます。 

 17ページをごらんいただきますと、これは最初の総合戦略で大きく掲げていた司令塔機能強

化といったところでのさらなる進展というか、取組ということで掲げてございます。 

 続きまして、この総合戦略を踏まえまして、参考資料４のほうで予算等の資源配分の方針で

す。その確実な実行に向けてということで、基本的な考え方、４点ほど挙げて進めているとい

うことで、下の箱にありますように27年度予算に向けた重点化ということで取り組んでおりま

す。 
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 １つは、先ほどの第２章に該当する直面する重要課題への対応ということで、ＳＩＰを先導

とするアクションプランを用いた政策誘導。それから、科学技術イノベーションの環境創出、

イノベーションシステムの改革ということ、３つ目で国家的に重要な研究開発の評価という柱

で進めております。 

 それらの具体的な重点化の取組結果、それを参考資料５、６、７にご用意させていただいて

おります。参考資料５をごらんいただきますと、これは９月19日の本会議のところでの説明資

料ということになっておりまして、流れとしましては、１ページをごらんいただきますと、先

ほどご紹介した総合戦略2014という計画づくりのフェーズから、７月、８月にかけて各章の施

策のヒアリング及び調整を行ったということであります。それで各府省の施策の連携のアドバ

イス等を行って、９月に関係予算における重点化対象施策の特定ということを行ったという流

れであります。 

 ２ページ目では、先ほどの２章に該当するアクションプラン対象施策として、どんなふうに

取りまとめたかという具体例を挙げております。ここで挙げられているのは、革新的エネルギ

ー変換・貯蔵・輸送技術の高度化という部分で、この四角の枠に説明してあるとおりですけれ

ども、経産省なり文科省なりといった取組と、それら全体を一体として水素バリューチェーン

全体のコストの飛躍的低減に貢献するような取組を進めるという中身になっております。 

 ３ページが、これはオリンピック・パラリンピック東京大会でのイノベーションの発信とい

う部分を挙げております。 

 ４ページは、環境創出に係る「重点化対象施策」のパッケージ化ということで挙げておりま

して、これはシステム改革にかかわる部分で、先ほども全体を俯瞰してというようなことがあ

りましたが、なかなか難しい点はあるのですが、ここのオレンジの囲みの２つ目にありますよ

うに、総合戦略で特に推進すべき事項というのを定めておりますので、まずそれをテーマにし

て全体像を俯瞰して誘導・相乗効果を高めパッケージ化するという取組を試みております。具

体例としては、先ほどテーマにありましたイノベーションハブの形成という部分について、制

度・仕組みとなる政策・施策としてどういうものがあって、それらがどう位置づけられてイノ

ベーションハブとなる拠点・場の形成に活用していくのかというようなことでまとめてござい

ます。 

 参考資料６につきましては、今ご紹介したアクションプラン対象施策のほうのより具体的な

概要資料となっておりまして、５ページにその全体の構成と、対象となった施策数なり概算要

求額なりがまとめてございます。 
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 参考資料７につきましては、システム改革、環境創出の部分ですが、そのパッケージ化の取

組ということで、４ページ、５ページ、６ページ、今回はこの３つ、イノベーションハブの形

成、若手・女性の挑戦の機会の拡大と、６ページで中小・ベンチャー企業の挑戦の機会の拡大

ということで、重点的な施策についてどういう形で関連づけてパッケージ化できるかというこ

とを検討しておりまして、今後、これをフォローアップ、進捗状況を把握しつつ、その効果を

検証するような指標の設定も検討しようということを考えてございます。 

 駆け足でありましたが、以上でございます。 

○原山会長 ありがとうございました。 

 総合戦略2014と、それをベースとした予算編成の中の重要課題、アクションプランという話

なのですが、先ほど一番初めに春日さんがおっしゃっていた所見の中で、残りの期間にやるべ

きことと、その先の話で、これはかなりの部分、来年度やることというのが盛り込まれていま

す。その辺のところも踏まえた形でもって書き込みたいと思っております。 

 ある種の情報提供なので、何かご意見、コメントがございましたら承りますが。 

○國井委員 エネルギーのところで、再生エネルギーや水素バリューチェーンとか、ここに書

いてあることは非常に重要な項目ですが、国家的な財政上のインパクトという観点では、廃炉

の問題が大きい。ちょっと後ろ向きなというか、それによって新しいエネルギーが出てくるわ

けではないから目を向けたくないという傾向があるかと思いますが、安全確保ということでも

重要ですし、国家財政的な面でも問題が大きいので、相当な研究リソースを確保して取り組む

べきではないでしょうか。緊急の課題だと思っております。 

○原山会長 ありがとうございます。 

 廃炉というのは、今おっしゃったような後ろ向きということがあるのですが、ここ何十年間

を先読みしたときに廃炉となるものが非常に多いわけですね。もちろん大きなパッケージは福

島なのですけれども、それ以外のところを考えたときには、やはり人材の育成から始まって、

これをある種の脚光を当てた形にしないとサスティナブルじゃないというのが、これはＧ８の

人たちと話したときも言っております。多分これも日本に当てはまるはずなので、その辺もち

ょっと、今回のこれの中には直接ではないのですけれども、全体として考えるときにエネルギ

ーの中の１つのこまとして考えるべき点と踏まえております。ありがとうございます。 

 ほかに何か。 

○山本委員 前に全く違う勉強会で、イノベーションは国際比較ができるのだろうかという議

論をしたことがあります。もちろんイノベーションといっても、ご案内のとおり、オスロマニ
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ュアルとか、あとプロダクトイノベーションだとか、プロセスイノベーションだとか、いろい

ろな種類のイノベーションがあって、しかもウェブでも出ていますが、日本とアメリカとドイ

ツだと、同じ事象でもイノベーションと感じるかどうかって全然違う。自動車の部品を共通化

するのはドイツだとイノベーションですけれども、日本人は誰もイノベーションだと思わない。 

 何を申し上げたいかというと、イノベーションの芽を育んでシステムを駆動して結実させる

というのは誰も反対しないというか、方向としてはいいのだと思うのですが、これは要するに

予算なので、27年度の予算は、どこまで行ったらこれはクリアとするのかというのは、ある程

度必要ではないかな。もちろん科学技術なので、１年でがんの治る薬ができるわけではないで

すし、１年でできることは限られるわけですが、何を目安としてこれがうまく進捗していると

見るのか、見ないのかというようなことは必要ではないかなと思いますし、中にはもうある程

度できているものもありますよね。これが完成したといったらもうイノベーションなのかとい

うと、何かそうでもないような気もするようなものもあるので、そこら辺を考えていただくと

よいのかなというふうに思っています。 

○原山会長 ありがとうございます。 

 プロセスの話だと思うのですが、やはり共通認識を持たないことには、言い値ベースか買い

値ベースかで差が出てきてしまって、最後に出てきたときにこれでよしとするのか、しないの

か。逆に、初めからそれをコンセンサスというか持つ必要─これはイノベーションだけじゃ

なくて、全てに当てはまる話だと思います。ですので、この政策をつくり込むというプロセス

そのものもしっかりとしなくちゃいけなくて、いわゆるエビデンス・ベースド・ポリシーメー

キングというのはそこら中でうたわれているのですが、なかなか実装できない。日本も例外じ

ゃないということです。実はいろいろなミーティングでその議論がされていて、やはりやり口

のこれがというのはなかなか見つからないのですね。でもやらないことにはいけないので、可

能な限り第５期の中に盛り込んでいく。直近で言えば、来年度の予算のときにもできる限りチ

ェックできる形でもってもっていく。それは指標も一つですけれども、指標だけだと、またそ

のとりこになってしまうという恐ろしいところもある。その辺を踏まえた形でやっていきたい

と思います。ありがとうございました。 

 残りの時間なのですけれども、20分と、余りないのですが、できればここから、これまで、

このフォローアップ調査という、ここの専門調査会の大きなミッションということを終了した

という形で、次に来るだろう第５期の準備ということで、皆様方の、やはりこれは押さえるべ

きだ、あるいはこの辺は絶対逃しちゃいけない、第４期からのレッスンとしてこれだけは学ん
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でほしいというさまざまな視点があると思うのですが、ご意見ございましたら、残りの20分で

すが承りたいと思います。 

 既に先ほどの議論の中でも何点か入っておりましたが、それはフリーということでお願いい

たします。 

○上山委員 ちょうどクルーシャルな時期なので、あしたも総合特別政策会議ですか、そこも

ありますので、僕はいろいろな機会を通してシンプルに申し上げたいなと思うのは、あらゆる

政策の受け手の側に対する分析が弱い。つまり、例えばこういうような政策、科学技術政策を

やると、受け手としては独法であったり大学であったり、その政策によって影響を受ける側が

どのようなインセンティブで、先ほど原山議員からもありましたように、政策の科学の中でし

たら、お金がどういうふうに使われていき、どういうふうなインパクトがあるという分析がな

されるというのはまさにそうですけれども、そういうことも含めて、受け手の側がどういうよ

うなインセンティブをもって、この個々の政策を受けとめ、それを実際に自分のマインドセッ

トの中に生かしていくかという、そういう視点をもっと明確に出さないと、結局は絵に描いた

餅になってしまうという気持ちがとても強いのですね。 

 そのことを申し上げると、これは文科省のテリトリーになるのか内閣府になるかわかりませ

んけれども、せっかく2012年に研究大学というカテゴリーがやっとでき上がって、ただ大学だ

けに言いますと、大学の分類分けが初めて可能になってきたといいますか、大きく声を出して

言えるようになってきた。 

 ただ、研究大学は研究する大学なのだという、そういう定義だけでいいのかということもよ

く考えるのですね。例えば、研究大学はこういうことをやるべきであると、こういうような予

算をとってきて競争的にやるべきだというと、じゃ、研究大学の学部の人数と大学院の人数は

一体どうなっているのだと。研究大学という形で政策を受けとめる側になれば、それは研究を

中心とするのだから、大学院生を中心とするような組織に変わっていかなければいけないです

よね。例えばそういうような学部大学間の人員の変更といったところまで踏み込んでいけるの

かどうか。明快に研究で競争していくということがミッションになってくれば、それは外国人

も採るでしょうし、優秀な人材だって流動化をし始めるでしょうし、女性研究者だって採ろう

という気になるでしょうし、そういう意味での踏み込んだ形のシステム改革まで、果たして第

５期の中で提言として出ていくのか。その結果として、そういう受け手の側の競争ですよね。

受け手の側の間の競争というものがどういう形で抜本的に改善していくのかというようなこと

をぜひ原山先生に音頭をとって入れていってほしいなと私は強く思っておりますから、いろい
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ろなところでこういう話をしようと思っていますけれども、お願いいたします。 

○原山会長 先ほどの三島さんのお話に近いところだと思うのですが、１つは、研究大学とい

うカテゴリーをトップダウンでつくることができるのですよね。つくって何を入れるかという

話になっていくと思うのですね。これまでセンター・オブ・エクセレンスという施策がありま

した。あれは、センター・オブ・エクセレンスだからみんながそう呼ぶのではなくて、そうい

うプログラムに当選した人たちがそういう名前を使って、そこを目指していくという、そのイ

ンセンティブを与えた形なのですね。鶏と卵なのですけれども、多分三島さんがおっしゃった

のは、その受け手の側の主体が自分をどういうふうに変革させたいかというのがあって、政府

のお金、民間のお金をしたたかに使いこなしていくという、そういうしたたかさがないと多分

成り立たない話じゃないかという、そういう見方なのです。でも、そもそもそういうカテゴリ

ーをつくらないことには、そこにチャレンジする人がいないだろう。ですので、両方が必要だ

と思うのです。でも、片方だけだと多分空回りするところがあって、いかにこちらのほうを同

じゲームに寄せていくかというのが多分難しいところだと思うのですね。 

○上山委員 そういう、寄せていくためのインセンティブに直にきくような政策を考えてほし

いということなのですよ、僕が言いたいのは。 

○原山会長 知恵の絞りどころで、誰か教えてください。 

○三島委員 東工大も今、2030年までに世界トップ10の研究大学になるというふうに言って、

それはどういう意味なのだと、トップ10の研究大学というのはどうなのだという定義があって、

そこをちょっとうまくあれしているのですけれども、ただ、研究大学といっても、世界のトッ

プの研究大学はやっぱり教育もちゃんとしっかりしているので、それは大学のファンクション

として、やはり東京工業大学ですから、もちろん研究大学であるのですけれども、東京工業大

学なら東京工業大学のどこを強くすると世界のトップに入るかということであって、全体のレ

ベルアップというよりは、どこに特色を持たせるのだということになると、今度は先生方に、

例えば附置研究所の先生方と普通の研究科の先生方で先生方がおやりになる研究はどういうふ

うに違うのですかというふうに言っても、皆さん、やはり基本的に個人研究なのだという意識

が非常に強い。だけれども、それはそれでいいのだろうかということがあって、やはり研究大

学だったら、何かどんとしっかりした特色、強いところがあって、それがほかのところに負け

ないものを持っていてということを考えると、そういう部分をつくるために先生方にどういう

仕掛けと、仕掛けをつくって、そういうマインドを持っていただくかというところで、ただマ

インドを持ってくださいと言っても多分難しいので、どういう仕掛けが必要かなというところ
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では、今のお話と非常に共通しているかと思います。 

○國井委員 研究大学について、「研究」と最初についているのですごく誤解を招きますが、

今おっしゃったように教育に関してもすごく注力しています。研究大学だから、教育より研究

なのだという議論をする人がいて学長が研究大学の意味を浸透させるのに苦労していた事例が

ありますが、言葉がひとり歩きし、本当の意味が理解されないということがあります。まず、

これが１つ、研究大学でも教育は非常に重要であるということ。 

 もう一つ、先ほどイノベーションに対する解釈が随分国によって違うという議論がありまし

た。それが例えば研究のレベルの評価でもあります。基礎研究は上である、応用研究は下であ

るという考え方、日本にはどうもそういう傾向があって、ＩＴ分野でも応用研究者のほうが何

か下に見られる傾向があります。応用にはオリジナリティーがないとかと言われるそうですが、

応用によって新たなテーマが出てくる、それを見つけるのも創造です。新しい価値の創造に向

けて、いかにオリジナリティーがあるかということも評価すべきです。 

 課題設定型の研究テーマでも基礎はあると先ほど原山先生からも言われましたけれども、基

礎も２つあると思います。研究者の自然発生的な研究テーマ、シーズ指向のテーマもあれば、

基礎研究だけれども課題からどんどん行って出てくる基礎研究というのもあって、基礎研究と

いうのはどうも誤解される傾向があります。基礎研究は自由な研究であるというふうにとられ

ますが、必ずしもそうではなくて、ニーズから来た基礎研究とがあり、目標がはっきりしてい

るわけです。そこもちょっと分離して丁寧に考えていく必要があるのかと思います。 

○原山会長 印象論で語る傾向が多分にあることで、それはやはりちゃんとクリアにしなくち

ゃいけないというのがあると思います。それこそ研究大学といったときに一番ベストな考え方、

アメリカの大学システムを見て、トッププレーヤーの研究大学というのをイメージして日本で

も研究大学、そういう議論があるのですけれども、上山さんも私も、ちょっとスタンフォード

に足を踏み込んでいた人間とすると、エンジニアリングスクールにしろ、あのハイレベルな人

たちに話を聞きに行くと、「我々は教育、教育、教育です。教育のために役に立つ研究ならや

れというふうに学生に言っている」という、そういう認識でやっているのです。だから、外か

ら見る大学と、内の認識というのはかなりギャップがあるのですね。 

 もう一つ言わなくてはいけないのが、ああいう研究大学というのは学部教育が手抜きだから、

学部教育はもうしっかりと教育をするところに入れてから、そっちに行かせるのが王道だとい

うふうにいろいろな人が言われる。そういうシステムとして機能しているというところがある

ので、やはり日本の場合、どちらかというと金太郎飴的になってしまって、総合大学の総合に
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ウエートが置かれていて、全部やらなくちゃいけないという認識を持ちながらこれまで来てい

て、それもよかったのだけれども、その限界というものを知ったときに、じゃ、選択していく

か、でも、選択って、これまで総合しちゃったから、総合の構成している方たちは選択を嫌が

るのは当たり前なのですね。それをどうするかというと、大学のトップがリーダーシップをと

ってというのに上から言っても、リーダーシップと言われてとれるものじゃないという、その

世界をどうしていくかというのが多分三島さんの頭の悩ましいところだと思うのですけれども。 

○三島委員 もう一つだけ、研究大学における教育の意味だけ申し上げると、研究大学である

から、学生を特に大学院レベルから、あるいは４年の卒論ぐらいから研究を通して教育するわ

けですね。そうすると、やっぱりトップレベルの研究を通して学生を育てるということがある

ので、研究力においてはやっぱり世界のトップである必要がある。それから、なお教育を学部

のときからしっかりやらなければいけないと私は思っていますけれども、それはなぜかという

と、優秀な学生がよく勉強して、非常に自分で物をよく考えるようになったところで研究生活

に入るのと、ほとんどそういう意識がなく、卒論をやらないと出られないからという学生がや

るのとで全然違うので、この間のスーパーグローバル大学の申請のときにも、何を目指すかの

中に文科省からの指示で書いてあったのは、研究力を強くするための教育力の強化という意味

で、研究大学というのは教育も非常に重要だろうというふうに私は思っております。 

○原山会長 ありがとうございます。 

 それからもう一点、さっきの國井さんの基礎研究、応用研究のヒエラルキーというのが、そ

ういう世界がこれまでの過去にあったのですけれども、今、世の中、グローバルに考えるとそ

ういうのって消えているのと、今、こういうふうにふっと吹き出しているのがデータサイエン

ティストの話なのですね。ビッグデータの世界になってくると、研究の分野においてもデータ

をマニピュレートする人たちの価値というのがあって、データサイテーションの話が出てくる。

そういう意味で、これまでのパブリケーションオンリーの評価じゃなくなってくる世界に、も

う既に少しずつ入っているのですよ。それを完全に日本の議論をしていると抜けている、弱い

ところなのです。 

 だから、基礎、応用、開発の次元じゃない次元がもうスタートしている中で、じゃ、どうす

るかという話で、アメリカですらデータサイエンティストが足りないと、しかも、そのコンピ

テンシーは何かというと、単純に数学ができる人だけじゃなくて、いろいろなＩＣＴのことも

わかっていて、数学がわかっていて、かつ何か専門分野を持った人じゃないと使えないなとい

う議論をしたわけなのです。だから、その辺はかなり追いかけなくちゃいけないところで、ど
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うやったら日本の土俵の中に埋め込むか。今埋め込まないとトゥーレイトになるような気がし

ます。 

○上山委員 ちょっとだけつけ加えさせていただくと、研究大学における一般教育、あるいは

学部教育というものと、そうでない大学における学部教育というのはやっぱりちょっと違うの

ですよね。やっぱりエリート教育なのですよ。アメリカの研究大学における学部教育というの

は非常に数が少ないですし、上にとても優秀な学者たちがもうメジロ押しのようにいるところ

の中でやる教育、一般教育も含めた学部教育というものと、リベラルアーツ型の大学とは違う

のですよね。それは、ある意味でちゃんと明確に分けておかないといけない。 

 おもしろいことに、こういうことがずっと進んできた80年代に、研究大学の中で一般教育を

もっとちゃんとしないといけないという声が高まってくるわけですよね。それは大きな反省だ

ったと思うのですよ。そのことが同時進行的に日本に起こってきているので、したがって、

我々は、日本における大学のシステムを本当にフロムスクラッチから考え直さないと思います

ね。つまり、カテゴリー分けをするのであれば、研究大学における研究とは何か、それに基づ

くような教育とは何か、一般教育とは何かということも考えないといけないということ。 

 もう一点だけちょっと言いますと、基礎研究と応用研究で言うと、たしかコンピューターサ

イエンスという学問は昔、リアルサイエンスとは思われていなかったのですよ。そんなものは

応用研究の一つにすぎないと思われた。この間、僕は、デレック・ボックという、アメリカの

20年間ハーバードを率いた学長にインタビューしたときに、とてもおもしろいことを言ったの

は、「ハーバードは昔、コンピューターサイエンスをリアルサイエンスと思わなくて大切にし

なかった。当時、一流のマスマティシャンがいたのに、彼らはみんなスタンフォードに行って

しまった。起こってきたのは何かというと、西海岸のＩＴ産業だろう。ハーバードは失敗した

な」と、それはもう非常に実感として言っていた。 

 つまり、まさに原山さんがおっしゃったみたいに、ベーシックサイエンスとは何かとか、ア

プライは何かという垣根はもう終わっているのですよね。もう本当にリアルなエンジニアの、

そういういわゆる応用と言われていたものが、本当にリアルなベーシックサイエンスの中に入

ってきて、そこの中から本格的なイノベーションが生まれるという実態を我々は見ているので、

そういう先入観を本当に捨て去らなければいけないにもかかわらず、日本ではやっぱりまだま

だそれが先入観としてあるという現状なのだろうなと思いますね。 

○原山会長 そろそろ時間ですが、山本さん。 

○山本委員 私は教育者ではないのであれですけれども、どこの企業の人にも聞くと、例えば
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ナノテクノロジー、コンピューターサイエンス、バイオテクノロジー、これが全部全ての学部

で基礎として勉強されていたら、同じ早稲田の政経の学生でも、もうバイオもナノもＩＴもわ

かる人が来ると、多分採用するだろうなというふうに言います。なのに、日本はなぜか右脳と

左脳を分けたがる教育をしているなというのはありますが、それは別にして、ここでちょっと

感じたことなのですが、さっきからグローバルって結構出るのですけれども、みんなグローバ

ルを意識している割には、日本の大学と日本の産業界の産学連携みたいな議論にやっぱり落と

し込まれているような気がしていまして、前から申し上げていますが、大学の側に立つのか、

産業界の側に立つのかというのによっても違いますが、本当に今の科学技術がすばらしいので

あれば、海外からばんばんライセンスを受けたがるはずで、ただ、残念ながらやっぱりそこに

はまだ制約があります。そういう意味では、本当に海外の企業に自由にライセンスができる、

一定期間をテストとして例えば５年間やるとかぐらいやったほうが、本当の意味で日本の産業

界も焦るのかなと。いい技術がどんどん流出してしまう、だったらちゃんとオープンイノベー

ションをやらないとというふうになるのかなというふうには思っています。それは具体的な案

ですけれども、ちょっとグローバルな視点というのがここではいろいろなところで必要なので

はないかということを申し上げたかったです。 

○原山会長 まさにここのフォローアップの中でも、国際、グローバルなというチャプターが

あるのですけれども、施策から見てかなり弱い部分がそこなのですね。単純に国際を何とかす

るという話じゃなくて、それがスタンダードになっている世界の中で日本がどうするかという

議論なので、その辺の─１つは、議論しているうちにだんだんドメスティックな話になっち

ゃうのですよ。だから、常々誰かが「それ、ドメスティックじゃないか」ということを言う人

が必要で、今の山本さんもその話だと思うのですね。その辺、できるだけ外部からの刺激をお

願いします。 

 ということで、本当にこれまで長い間、いろいろとインプットしていただいてありがとうご

ざいました。今後もさまざまな議論が出てくると思いますので、そのときにはお知恵を拝借し

たいですし、これからも総合科学技術・イノベーション会議を見守っていただきながら、から

いコメントもどんどんしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 

午後２時５９分 閉会 
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